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天理市心身障害者医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

  令和６年11月29日 

天理市長 並 河  健  

天理市規則第32号 

天理市心身障害者医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則 

 天理市心身障害者医療費助成条例施行規則（昭和48年10月天理市規則第28号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「添付して」を「添付するとともに、個人番号（行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律

第27号）第２条第５項に規定する個人番号をいう｡)を提供し、又は資格確認書

等を添付する方法により国民健康保険法（昭和33年法律第1 9 2号）による被保

険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の

被扶養者であることの確認を受けたうえ、」に改め、第３号を削り、第４号を

第３号とし、第５号を第４号とする。 

 第５条第１項中「心身障害者医療費受給資格証更新申請書（様式第１号）に

第２条第１項に規定する書類を添え、これを市長に提出して」を削り、同条第

２項中「第２条第２項」を「第２条」に改める。 

 様式第１号中「被保険者証の記号番号」を「記号番号」に、 

「 

(１) 受給資格の判定のため、申請時及び受給期間中に住民基本台

帳、課税台帳等の閲覧及び地方税関係情報の取得を行うこと。 

(２) 高額療養費の支給を受けることができる場合、医療機関等が

被保険者証、心身障害者医療費受給資格証及び診療情報等の写し

を徴し、市長に提出すること。 

 を 

                                 」 

「 

(１) 受給資格の判定のため、申請時及び受給期間中に市長が住民

基本台帳、課税台帳等の閲覧及び地方税関係情報の取得を行うこ
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と。 

(２) 高額療養費の支給を受けることができる場合、医療機関等が

資格確認書等、心身障害者医療費受給資格証及び診療情報等の写

しを徴し、市長に提出すること。 

 に 

                                 」 

改める。 

 様式第２号及び様式第２号の２中「健康保険証等を使って」を「電子資格確

認等により被保険者等であることの確認を受けて」に、「健康保険証等に添え

て」を「電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受ける際に、」

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年12月２日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に国民健康保険法（昭和33年法律第1 9 2号）に基づ

く被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険

者証、組合員証若しくは加入者証（以下「被保険者証等」という｡)の交付を

受けている者で、この規則による改正後の天理市心身障害者医療費助成条例

施行規則（以下「新規則」という｡)第２条第１項に規定する方法をとること

ができない場合は、当該被保険者証等の有効期間の満了の日までの間は、新

規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の天理市心身障害者医療費

助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあ

るものについては、新規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用する

ことができる。 


